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滋賀県女性活躍推進企業

メッセージ

事業内容

滋賀県R7の2認証第37号 認証年月日：令和8年3月29日 （有効期限：令和12年3月29日） 初回認証日：令和4年3月29日

ワーク・ライフ・
バランスの推進

2006年に「子が3歳ま
での育児休業」や「小
学校卒業までの時短勤
務」など、育児・介護
休業法の内容を上回る
当社独自の制度を整備
し、その利用を推進し
ています。その後も、
在宅勤務やフレックス
タイム制の導入など、
多様で柔軟な働き方の
実現に向けた制度変更
等を行いながら、ワー
ク・ライフ・バランス
を推進しています。

女性活躍推進の
取組み

当社は、2021年4月に
2025年度末までを対象
期間とした女性活躍推
進法に基づく行動計画
を策定し、各種取組み
を進めています。
職種別研修の他、職種
変更を目指す者や上位
管理職を目指す者向け
に、それぞれに求めら
れるスキルの向上や、
リーダーとしての意識
付け等を目的とした選
抜研修を実施していま
す。

女性が活躍できる
社内風土の醸成

女性の活躍推進をはじ
めとしたダイバーシ
ティの取組みを全社に
意識づけるため、管理
職向けに毎年ダイバー
シティに関するセミ
ナーを実施しています。
また、様々なキャリア
で活躍する女性を社内
WEB上で紹介し、女性
職員のキャリア形成の
一助にするとともに、
女性活躍の社内浸透を
図っています。

生命保険業、生命保険の引受け、資産の運用
〈付随業務及び法定他業〉他の保険会社その他金融業
を行う者の業務の代理または事務の代行、投資信託の
販売、確定拠出制度における運営管理業務

大津市 生命保険業

facebook HP

◇ （東京本社）〒104－8430 東京都中央区八重洲２－２－１
（滋賀支社）〒520－0051 滋賀県大津市梅林１－3－10 滋賀ビル5F

◇ 代表者（取締役 代表執行役社⾧） 高田 幸徳
（滋賀支社⾧） 竹内 康朗

◇ 連絡先（電話番号）（東京本社）（03）－3273－8000
（滋賀支社）（077)－522－5303

◇ ホームページ https://www.sumitomolife.co.jp/

◇ 住友生命は、保険事業の健全な運営と発展を通じて、豊かで
明るい健康⾧寿社会の実現に貢献します。

滋賀支社での取組み

営業職員が所属する支部は１７機関。
営業職員約４００名で滋賀県全域を
担当。うち約９０名が女性管理職と
して活躍しております!キャリア
アップに向けた各種研修も実施して
おり、女性がさらに活躍できる環境
づくりに注力しております。

東京本社

近江商人の心得「三方よし」（売り手よし・買い手よ
し・世間よし）に“次世代よし” を加えて「四方よし」を
目指しております。住友生命滋賀支社の職員の約９割が
女性であり、こうしたメンバーの活躍があってこそ「明
るい未来」があると考えております。そのために、従来
の考えに捉われることなく、女性が働きやすい環境づく
り・キャリアアップに向けた取組みに尽力して、これか
らも滋賀県のみなさまのよりよく生きる＝ウェルビーイ
ングに貢献してまいります。

滋賀支社⾧ 竹内 康朗

きらめきﾘｰﾀﾞｰ研修

会議風景

3つ星企業

詳細はこちらの発信ツールをご覧ください

Pickup情報

「一人ひとりのよりよく生きる＝ウェルビーイング」な社会の実現に

貢献しお客さま・社会とともにサステナブルな未来を目指します

住友生命保険相互会社


